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―――――――――――――――――――――――――――――――――――
１．地理的表示の登録について
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
 農林水産省は、平成29年11月10日に、特定農林水産物等の名称の保護に関す
る法律（地理的表示法）に基づき次の産品を地理的表示として登録したので、
お知らせします。

◆ 登録された産品

●上庄さといも（登録番号第43号）
生産地（都道府県名のみ記載）：福井県
生産者団体：テラル越前農業協同組合
産品の区分：第2類 野菜類 さといも

●琉球もろみ酢（登録番号第44号）
生産地（都道府県名のみ記載）：沖縄県
生産者団体：琉球もろみ酢事業協同組合
産品の区分：第32類  酒類以外の飲料等類（もろみ酢）

●若狭小浜小鯛ささ漬（登録番号第45号）
生産地（都道府県名のみ記載）：福井県
生産者団体：協同組合小浜ささ漬協会
産品の区分：第24類 加工魚介類 調味加工品（小鯛ささ漬）

●桜島小みかん（登録番号第46号）
生産地（都道府県名のみ記載）：鹿児島県
生産者団体：グリーン鹿児島農業協同組合
産品の区分：第3類 果実類 その他かんきつ類（紀州みかん）

●岩手野田村荒海ホタテ（登録番号第47号）
生産地（都道府県名のみ記載）：岩手県
生産者団体：野田村漁業協同組合
産品の区分：第11類 貝類 ほたてがい

●奥飛騨山之村寒干し大根（登録番号第48号）
生産地（都道府県名のみ記載）：岐阜県
生産者団体：すずしろグループ
産品の区分：第17類 野菜加工品類 干しだいこん



 なお、本メールマガジンは、地理的表示保護制度のホームページに公示され
た内容について、その概略をお伝えするものです。
ホームページに掲載された内容が正式な公示内容となりますので、必ずホー
ムページを確認いただきますようお願いいたします。

地理的表示（ＧＩ）保護制度～登録産品一覧～
 （URL）http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/index

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
２．三島フードフェスティバルが開催されます（静岡県）
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
 ”三島のおいしい”が集まるグルメイベント「三島フードフェスティバル」
が今年も開催されます。イベントではＧＩ登録産品の三島馬鈴薯を使ったみしま
コロッケや、静岡県のＧＩ登録産品である三島馬鈴薯と田子の浦しらすを使った
ＧＩコラボコロッケ（仮称）を楽しむことができます。
この機会に是非足をお運びいただき、町を散策しながら”三島のおいしい”
をご堪能いただき、三島の町を楽しんでいただければと思います。

【日時】
11月23日（木・祝）10:00～15:00 ※雨天決行

【場所】
三島駅（静岡県三島市一番町16-1）周辺
１．桜川沿い水上通り（白滝公園～水上橋）
２．楽寿園（静岡県三島市一番町19-3）
３．三島商工会議所 TMOホール（静岡県三島市一番町2-29）
４．白滝公園（三島市一番町1-1）
５．大社の杜みしま（静岡県三島市大社町18-52）
６．みしまプラザホテル（静岡県三島市本町14-31）

【主催】
三島フードフェスティバル実行委員会
（事務局：三島市商工観光課）
TEL：055-983-2656

【三島フードフェスティバルウェブサイト】
https://www.city.mishima.shizuoka.jp/foodfes/

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
３．農林水産知的財産保護コンソーシアム 知的財産活用セミナーの開催につ
    いて（栃木県）   農林水産省 海外知的財産保護・監視委託事業
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

 海外における地理的表示の監視および都道府県等コンソーシアム会員の意識
啓発を行っている農林水産知的財産保護コンソーシアムが、11/21（火）に、
栃木県において、知的財産活用セミナーを開催します。
 一般の方でも参加可能（参加費不要）となっていますので、是非ご参加くだ
さい。
 講演では、農林水産省食料産業局知的財産課の杉中淳課長から、農林水産物・
食品の海外への輸出促進の取組等にあたって重要な知的財産の保護と活用につ
いてお話いただくとともに、「冒認出願」という言葉を最初に使われた、弁護
士・博士（法学）遠藤誠先生（ＢＬＪ法律事務所）から、商標、著作権、意匠
等それぞれの知的財産権の特徴や近年多発している冒認出願の実態と、その対
応策と実例について、特に発生の多い中国の事例を中心にお話しいただきます。
 当日は、海外商標出願や模倣品対応など個別相談会の時間も設けております
ので、知的財産の有効活用の一環として是非ご参加ください。

 【概要】 
○日時



f

平成２９年１１月２１日（火）
１３時３０分～１６時３０分（開場１３時１５分） 

○会場
栃木県総合文化センター  ３階 第４会議室
http://www.sobun-tochigi.jp/access.html
※お車で来られる方は下記「○詳細リンク」をご覧下さい。

○内容
講演１．
『農林水産分野における知的財産』
農林水産省食料産業局知的財産課 杉中 淳 課長
講演２．
『海外における農林水産物等に関する知的財産法制度の活用と、
近年多発する第三者による商標出願（冒認出願）の実態とその対応～中国を中心に～』
ＢＬＪ法律事務所 弁護士・博士（法学） 遠藤 誠先生

○参加費
無料

○その他セミナー開催予定
11/17：岡山県
12/12：長野県
12/15：北海道

○詳細リンク
セミナー参加のお申し込みやお問合せなど、詳細は下記URLをご覧下さい。
((株)マークアイ 農林水産知的財産保護コンソーシアム事務局へリンク）
http://mark-i.info/activity/seminar/index.html

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
４．国際シンポジウム「地理的表示制度と経済連携協定－ EU、イタリア、お
  よび日本におけるGIの実践と効果－」が開催されます（日本語・英語同時
  通訳付き）
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
 法政大学イノベーション・マネジメント研究センターでは、イタリア大使館
と共催で、11月24日（金）に国際シンポジウム「地理的表示制度と経済連携協
定－EU、イタリア、および日本におけるGIの実践と効果－」を開催します。
シンポジウムでは、日本の農林水産省、駐日欧州連合（EU）代表部、フィレ
ンツェ大学准教授、GI登録申請者団体をお招きし、イタリアと日本の農林水産
物・食品のGIの効果について議論します。
一般の方でも参加可能（参加費不要）となっていますので、是非ご参加くだ
さい。

○日時
2017年11月24日（金）13：30～17：30（開場13：00）

○場所
法政大学市ケ谷キャンパス ボアソナード・タワー26階 スカイホール
（東京都千代田区富士見2-17-1）
（アクセス）市ケ谷駅または飯田橋駅徒歩10分

○参加について
参加費無料、要事前申込（定員先着150名・定員に達し次第締切））

○詳細リンク
プログラムやセミナー参加のお申し込みなど、詳細は下記URLをご覧下さい。

法政大学イノベーション・マネジメント研究センター・イタリア大使館共催
国際シンポジウム「地理的表示制度と経済連携協定－ EU、イタリア、および
日本におけるGIの実践と効果－」11/24（金）市ケ谷キャンパスで開催



https://www.hosei.ac.jp/NEWS/newsrelease/171109.html

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
５．木頭ゆずがＧＩ登録後初めてフランスに出荷されました
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
 平成29年９月15日にＧＩ登録された木頭ゆずが、10月31日にフランスに向け
て出荷されました。フランスへの出荷は2014年度から行われていますが、今回
の出荷はＧＩ登録後初めてで、出荷される箱にはＧＩマークが貼り付けられま
した。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

[地理的表示メールマガジン]
 発行：農林水産省食料産業局知的財産課
 住所：〒１００－８９５０ 東京都千代田区霞が関１－２－１
 電話番号：０３－３５０２－８１１１（内線４２８４）
 FAX：０３－３５０２－５３０１
 http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/mailmag/index.html

メールアドレスの変更、メールマガジンの配信登録、配信停止はこちら
 http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/chg.html
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